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１ 【提出理由】

当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

　

２ 【報告内容】

(1)　当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額および事業の内容

①　名称　　　　　PT. NISHIKAWA KARYA INDONESIA

②　住所　　　　　インドネシア共和国西ジャワ州スメダン県

③　代表者の氏名　取締役社長　日本松　宏

④　資本金　　　　1,600万米ドル

⑤　事業の内容　　自動車用ゴム・樹脂製品の製造加工および販売

　
(2)　当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

①　当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前　　　　　　―個

異動後　　　　12,800個

　
②　総株主等の議決権に対する割合

異動前　　　　　　―％

異動後　　　　　　80％

　

(3)　異動の理由およびその年月日

①　異動の理由

インドネシアは東南アジアの中で、経済発展・成長が著しく、特に自動車市場は中長期的に拡大基

調にあります。主要な顧客ニーズに応えるため、インドネシア共和国に現地生産基礎を確立すること

が必要であると判断し、子会社を設立いたしました。

当該子会社の設立にあたり、資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会

社に該当することとなりました。

②　異動の年月日

平成25年１月23日
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